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道路工事調整システムトライアル利用規約 
 

本規約は、利用者(以下、「甲」という。)が、エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式

会社（以下、「乙」という。）と、道路工事調整システム（以下、「本システム」とい

う。）の利用に関する契約(以下、「通常契約」という。)を締結するか否かの判断を行う

ため、一定期間試みに利用する場合の条件を定めます。 

 

（定義） 

第１条 本規約において使用される用語は、以下の意味を有する。 

 １ 関連事業者とは、甲から第６条１項に基づく許諾を得た者をいう。 

 ２ 本利用者とは、関連事業者及び甲をいう。 

 ３ 本アカウントとは、第７条１項の親アカウント及び同条４項の子アカウントの総称

をいう。 

 ４ 第三者とは、甲乙以外の者をいう。  

５ 本利用者情報とは、本利用者が、甲サービスを利用する際に本システムに送信又は

記録する情報（第７条５項により甲の利用とみなされる場合も含む）をいう。 

６ 使用情報とは、本システム上で甲又は本利用者が送受信する情報（送信者、受信者、

送信日時、送信内容等）に関するログ、本システムへの負荷その他乙が本システムを

提供する過程で取得する情報で本利用者情報に該当しない情報をいう。 

 

(本規約に基づく契約の成立) 

第２条 乙が、第７条１項に基づき甲に通知する親アカウントで本システムを利用した場

合、甲は本規約の内容を確認してこれを承諾する意思で利用したものとみなし、その

ときに、甲乙間に本規約に基づく契約（以下、「本トライアル契約」といいます）が

成立するものとする。 

 

（本規約の変更） 

第３条 乙が本規約を変更した場合、変更後の本トライアル契約に基づく本システムの利

用には、変更後の本利用規約を適用する。 

２ 前項の変更を行う場合、乙は第７条１項に基づき甲が指定したメールアドレスに電子

メールにて送信する方法で変更内容を通知します。ただし、通知が到達しない場合でも、

乙がホームページ（https://www.nttinf.co.jp）で告知した場合は、変更後の利用には変

更後の本規約を適用する。 

 

（無償利用） 

第４条 本トライアル契約に基づく本システムの利用は無料とする。 

 

(乙の免責) 

第５条 乙は、甲または本利用者に対し、本規約で明記している場合を除き、いかなる義

務（損害賠償義務も含め）も一切負わないものとする。 

 

（甲の利用目的） 
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第６条 本トライアル契約の範囲内において、甲は、関連事業者に本システムを利用させ

ることができる。 

２．前項の場合、甲は、関連事業者に対し、本トライアル契約に基づく甲の義務と

同様の義務を負わせるものとする。 

 

（アカウント） 

第７条 乙は、甲が本システムを利用するために必要な「道路工事調整システム アカウ

ント」（以下「親アカウント」という。）を甲が指定するメールアドレスに電子

メールにて送信する方法により通知する。ただし、甲は、乙に対し、アカウント

の通知に必要となる情報を乙が指定する期日までに提供するものとする。 

２．甲は、前項の通知到達後、親アカウントにより本システムを利用できるか否か

を直ちに確認し、利用できない場合は、乙にその旨を通知するものとする。親ア

カウントの不具合が乙の責めに帰すべき事由による場合であっても、乙はそれに

より生じた損害について一切の責任を負わない。 

３．乙は、甲から乙所定事項の連絡があった場合、関連事業者が本システムを利用  

するために必要な子アカウントを甲に対して払い出すものとする。かかる場合、子

アカウントを親アカウントとみなして、第１項本文及び第２項を適用する。 

４．乙は本アカウントの漏洩その他必要があると判断した場合は、あらかじめ甲に

通知した上で、本アカウントを無効にし、新たな本アカウントを甲に通知するこ

とができる。 

５．乙は、本アカウントによる本システムの利用その他これに関連する行為は、す

べて甲による行為とみなし、甲は、本アカウントを用いた本システムの利用など

により乙又は第三者が被った損害その他の一切の債務を負担するものとする。 

 

（禁止事項） 

第８条 甲は、本システムの利用及びこれに関連し、自ら又は第三者をして、本トライア

ル契約に定める目的以外の目的による利用その他乙が不適切と判断する行為を行

い、行わせてはならない。 

 

（無保証） 

第９条 乙は、明示又は黙示を問わず、本システムに関して、正確性、本利用者が本シス

テムを利用することで達成しようとする目的との適合性、本システムに障害など

が発生しないこと、発生した障害などが修正されること、本システムを本契約期

間中２４時間利用出来ること、本システムが具備するセキュリティの程度、本利

用者情報が消滅や毀損などしないこと、本システムの利用により得られる情報等

が正確であることについて、一切の保証責任を負わず、これらにより甲又は第三

者に損害が生じた場合でも、乙は何らの責任も負わないものとする。 

２．本システムの利用により甲又は第三者に損害が生じた場合でも、乙は何らの責

任も負わない。かかる場合、甲は自らの費用及び責任において解決するものとす

る。 

 

（本システムの変更） 



  

第１０条 乙は、甲の承諾を別途要することなく、自己の裁量により、本システムを変更

することができるものとする。 

２ 前項の場合、乙は、甲に対して、変更後の本システムの内容、変更日その他乙が必要

と認める事項を、事前に通知するように努めるものとする 

３．乙は、本システムの変更によって変更前の本システムにおける全ての機能や性能が維

持されることや、本システムを利用することにより達成しようとした目的が達成出来るこ

とを保証するものではない。 

 

（本システム提供の一時的中断） 

第１１条 乙は、本システムの保守、点検そのほか本システムを提供することが困難な場

合は、甲への事前の通知又は甲の承諾をすることなく、自己の裁量により、本シス

テムの全部又は一部の提供を中断することがある。 

 

（本システムなどの本障害等の通知） 

第１２条 甲及び乙は、本システム障害などの発生や発生するおそれのあることを知った

ときは、遅滞なく相手方にその旨を通知し、その修理、復旧又は予防に努めるもの

とする。 

 

（本システムの廃止） 

第１３条 乙は、甲の承諾を要することなく、自己の裁量により本システムの全部又は

一部を廃止することができるものとする。この場合、乙は、甲に対して、本シス

テムを廃止する日の３ヶ月前までに、書面により廃止日を通知するものとする。

ただし、緊急又はやむを得ない事情がある場合、乙は、甲の承諾を別途要するこ

となく、自己の裁量により当該通知の予告期間を短縮できるものとする。 

２．前項の規定により本システムの全部又は一部を廃止する場合、前項にて通知し

た廃止日をもって自動的に本トライアル契約は解約となる。 

３．乙は、本システムの全部又は一部廃止により甲又は第三者が被った損害につい

ては一切の責任を負わないものとする。 

 

（権利の帰属） 

第１４条 本システムに関する知的財産権そのほか一切の権利は、乙に帰属する。 

 

（使用情報） 

第１５条 乙は、使用情報を、本システムの安定的運用、改善、追加その他の正当な目的

で使用することができるものとする。 

２．甲は、関連事業者の使用情報について、乙が前項に基づく使用をするために必

要な同意などを予め取得しなければならない。 

３．使用情報及びかかる情報の使用により生じた知的財産権その他の権利は全て乙

に帰属し、本利用者には何らの権利や利益も帰属しないものとする。 

 

（機密の保持） 

第１６条 甲及び乙は、本トライアル契約に関し知り得た（本システムの利用や提供にお



  

いて知り得たものを含む）次の各号のいずれかに該当する相手方の情報（以下

「秘密情報」という。）を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を

得ることなく、いかなる第三者にも開示又は漏洩しないものとする。 

（１）秘密である旨が明示された図面その他の書面又は電子媒体により開示され

る情報 

（２）秘密である旨を告知された上で、口頭その他前号以外の方法により開示さ

れた情報であって、開示後１０日以内に当該情報の内容が秘密である旨を

明示された書面又は電子媒体により相手方に通知されるもの 

２．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘

密情報として取り扱わないものとする。 

（１）開示を受けた時点で既に公知であった情報 

（２）開示を受けた後、開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらず公知

となった情報 

（３）開示を受けた時点で開示を受けた当事者が既に保有している情報 

（４）秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入

手した情報 

（５）開示された情報によらず、開示を受けた当事者が独自に開発した情報 

（６）開示をする当事者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報 

３．第１項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報のう

ち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、

当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対して開示することができるも

のとする。この場合、甲及び乙は、関連法令に違反しない限り、事前に開示する

旨を相手方に通知するものとし、事前に通知することができない場合は開示後速

やかにこれを行うものとする。 

４．甲及び乙は、本システムを利用又は提供する目的の範囲内に限り、相手方から

開示された秘密情報を使用、複製及び改変（以下、これらを「複製等」という。）

することができるものとする。この場合、甲及び乙は、当該複製等された秘密情

報に関しても、秘密情報として取り扱うものとする。 

５．第１項の規定にかかわらず、乙は、本システムを提供するために必要な範囲内

に限り、甲への事前の通知又は甲の承諾を別途要することなく、自己の裁量によ

り、委託先に対して、甲から開示された秘密情報を開示することができるものと

する。この場合、乙は、委託先に対して、本条の規定に基づき乙が負うべき義務

と同等の義務を負わせるものとする。 

６．甲及び乙は、本トライアル契約が終了したとき、又は相手方の要請があったと

き、相手方から開示された秘密情報（複製等された秘密情報を含む。）を直ちに

相手方に返還、廃棄又は消去する等の処置を行い、一切保存しないものとする。 

７．甲及び乙は、本条の規定を遵守するために必要となる措置を講じるものとする。 

 

（契約の有効期間） 

第１７条 本トライアル契約の有効期間は、第２条に基づき契約が成立した日の翌日から

１年間であり、更新する旨を合意した場合を除き、有効期間満了により当然に

終了する。 



  

   ２. 甲は、本トライアル契約の有効期間中といえども、いつでも解約を申入するこ

とができ、この場合、解約申入の日から３ヶ月が経過することにより終了する。 

 

（契約終了後の措置） 

第１８条 理由のいかんを問わず本トライアル契約が終了した場合、親アカウント及び子

アカウントは無効となる。乙は、契約終了日の翌日から４５日以内に、本利用者情報及

び使用情報を乙の責任で消去するものとし、かかる消去により甲又は第三者に損害が生

じても、乙は一切責任を負わない。 

２. 前項の定めにかかわらず、本トライアル契約終了日の翌日から３０日以内に、甲乙間

で通常契約を締結した場合に限り、甲は、親アカウント、子アカウント、本利用者情報

及び使用情報を通常契約に基づき本システムを利用する際に、引き続き使用出来る。 

 

（権利義務の譲渡禁止） 

第１９条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本トライアル契

約に関する権利及び義務を第三者に譲渡又は承継することはできない。 

 

（管轄裁判所） 

第２０条 本トライアル契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第

一審の専属的合意裁判所とする。 

 

（残存条項） 

第２１条 理由の如何に関わらず、本トライアル契約が終了した場合でも、次の各条項は

引き続き効力を有する。但し、甲乙間で通常契約を締結した場合は、この限りではない。 

① 第７条５項（アカウント） 

② 第９条（無保証）  

③ 第１３条３項（本システムの廃止） 

④ 第１５条（使用情報） 

⑥ 第１６条（機密の保持） 

⑦ 第１８条(契約終了後の措置) 

⑧ 第１９条（権利義務の譲渡禁止） 

⑨ 第２０条（管轄裁判所） 

⑩ 本条(残存条項) 

以 上  

 

 


